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文部科学省設置法（抄）（平成 11年法律第 96号） 

 

第六条 本省に、科学技術・学術審議会を置く。 

２ 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより文部科学省に置かれる審議会等で本省に

置かれるものは、国立大学法人評価委員会とする。 

 

第七条 科学技術・学術審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。 

一 文部科学大臣の諮問に応じて次に掲げる重要事項を調査審議すること。 

イ 科学技術の総合的な振興に関する重要事項 

ロ 学術の振興に関する重要事項 

二 前号イ及びロに掲げる重要事項に関し、文部科学大臣に意見を述べること。 

三 文部科学大臣又は関係各大臣の諮問に応じて海洋の開発に関する総合的かつ基本的な事項を調査

審議すること。 

四 測地学及び政府機関における測地事業計画に関する事項を調査審議すること。 

五 前二号に規定する事項に関し、文部科学大臣又は関係各大臣に意見を述べること。 

六 技術士法（昭和五十八年法律第二十五号）及び国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のた

めの体制の強化に関する法律（令和四年法律第五十一号）の規定によりその権限に属させられた事

項を処理すること。 

２ 文部科学大臣は、大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関して高い識見を有する外

国人（日本の国籍を有しない者をいう。次項において同じ。）を科学技術・学術審議会の委員に任命

することができる。 

３ 前項の場合において、外国人である科学技術・学術審議会の委員は、科学技術・学術審議会の会務

を総理し、科学技術・学術審議会を代表する者となることはできず、当該委員の数は、科学技術・学

術審議会の委員の総数の五分の一を超えてはならない。 

４ 前三項に定めるもののほか、科学技術・学術審議会の組織及び委員その他の職員その他科学技術・

学術審議会に関し必要な事項については、政令で定める。 

  

参考資料２ 
科学技術・学術審議会 

大学研究力強化部会 

（第 4 回）R8.1.14 
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科学技術・学術審議会令（抄）（平成 12 年政令第 279号） 

 

（組織）  

第一条 科学技術・学術審議会（以下「審議会」という。）は、委員三十人以内で組織する。  

２ 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。 

３ 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。 

 

（委員等の任命）  

第二条 委員は、学識経験のある者（外国人（日本の国籍を有しない者をいう。以下同じ。）にあって

は、学識経験があり、かつ、大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関して高い識見を有

する者）のうちから、文部科学大臣が任命する。  

２ 臨時委員は、当該特別の事項に関し学識経験のある者（外国人にあっては、当該特別の事項に関し

学識経験があり、かつ、大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関して高い識見を有する

者）のうちから、文部科学大臣が任命する。  

３ 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者（外国人にあっては、当該専門の事項に関し

学識経験があり、かつ、大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関して高い識見を有す

る者）のうちから、文部科学大臣が任命する。  

 

（委員の任期等）  

第三条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。  

３ 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任される

ものとする。  

４ 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるもの

とする。 

５ 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。  

 

（会長）  

第四条 審議会に、会長を置き、委員（外国人である委員を除く。）のうちから、委員が選挙する。  

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。  

３ 会長に事故があるときは、委員（外国人である委員を除く。）のうちから会長があらかじめ指名す

る者が、その職務を代理する。  

 

（分科会） 

第五条 審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌

事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 
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名称 所掌事務 

研究計画･評価分科会 

 

 

 

 

 

 

一 科学技術に関する研究及び開発に関する計画の作成及び推進に

関する重要事項を調査審議すること。 

二 科学技術に関する研究及び開発の評価に係る基本的な政策の企

画及び立案並びに推進に関する重要事項を調査審議すること。 

三 科学技術に関する関係行政機関の事務の調整の方針に関する重

要事項（前二号に掲げる事務に係るものに限る。）を調査審議す

ること。 

資源調査分科会 

 

資源の総合的利用に関する重要事項（他の府省の所掌に属するも

のを除く。）を調査審議すること。 

学術分科会 学術の振興に関する重要事項を調査審議すること。 

海洋開発分科会 海洋の開発に関する総合的かつ基本的な事項を調査審議するこ

と。 

測地学分科会 

 

測地学及び政府機関における測地事業計画に関する事項を調査審

議すること。 

技術士分科会 

 

 

一 技術士制度に関する重要事項を調査審議すること。 

二 技術士法（昭和五十八年法律第二十五号）の規定により審議会

の権限に属させられた事項を処理すること。 

 

２ 前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、文部科学大臣が指名す

る。  

３ 分科会に、分科会長を置き、当該分科会に属する委員（外国人である委員を除く。）のうちから、

当該分科会に属する委員が選挙する。  

４ 分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。  

５ 分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員（外国人である委員を除く。）のうちから

分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。  

６ 審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。 

 

（部会）  

第六条 審議会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。  

２ 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長（分科会に置かれる部会にあっては、分科会

長）が指名する。  

３ 部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員（外国人である委員を除く。）のうちから、当該部

会に属する委員が選挙する。  

４ 部会長は、当該部会の事務を掌理する。  

５ 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員（外国人である委員を除く。）のうちから部会

長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。  

６ 審議会（分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項において同じ。）は、その定める



4 

ところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。  

 

（幹事）  

第七条 審議会に、幹事を置く。  

２ 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、文部科学大臣が任命する。  

３ 幹事は、審議会の所掌事務（学術分科会に係るものを除く。）について、委員、臨時委員及び専門

委員を補佐する。  

４ 幹事は、非常勤とする。  

 

（議事）  

第八条 審議会は、会議を開き、議決する場合は、次に掲げる要件を満たさなければならない。 

一 外国人である委員及び議事に関係のある外国人である臨時委員の数が、委員及び議事に関係のあ

る臨時委員の総数の五分の一を超えないこと。 

二 委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席すること。 

２ 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否

同数のときは、会長の決するところによる。  

３ 前二項の規定は、分科会及び部会の議事について準用する。  

 

（資料の提出等の要求）  

第九条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、

資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。  

 

（庶務）  

第十条 審議会の庶務は、文部科学省科学技術・学術政策局政策課において総括し、及び処理する。た

だし、研究計画・評価分科会に係るものについては文部科学省科学技術・学術政策局研究開発戦略課

において、学術分科会に係るものについては文部科学省科学技術・学術政策局政策課において文部科

学省研究振興局振興企画課の協力を得て、海洋開発分科会に係るものについては文部科学省研究開発

局海洋地球課において、測地学分科会に係るものについては文部科学省研究開発局地震火山防災研究

課において、技術士分科会に係るものについては文部科学省科学技術・学術政策局人材政策課にお

いて処理する。  

 

（雑則）  

第十一条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が

審議会に諮って定める。  
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科学技術・学術審議会運営規則 

（平成 13年 2月 16日科学技術・学術審議会決定、平成 19年 2月 1日一部改正、 

平成 23年 5月 31日一部改正、平成 25年 2月 19日一部改正、平成 29年 3月 14日 

一部改正、平成 31年 3月 13日一部改正、令和 2年 8月 5日一部改正、令和 5年 3月 23日 

一部改正、令和 7年 3月 27日一部改正） 

 

（趣旨） 

第１条 科学技術・学術審議会（以下「審議会」という。）の議事の手続その他審議会の運営に関し

必要な事項は、科学技術・学術審議会令（平成１２年政令第２７９号）に定めるもののほか、この

規則の定めるところによる。 

 

（審議会） 

第２条 審議会の会議は、会長が招集する。 

２ 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。 

 

（書面による議決） 

第３条 会長は、やむを得ない理由により会議を開く余裕がない場合においては、事案の概要を記載

した書面を委員に送付し、その意見を徴し、又は賛否を問い、その結果をもって審議会の議決をす

ることができる。 

２ 前項の規定により議決を行った場合、会長が次の会議において報告をしなければならない。 

 

（分科会） 

第４条 分科会の会議は、分科会長が招集する。 

２ 分科会長は、会議の議長となり、議事を整理する。 

３ 会長は、分科会の所掌事務について諮問があったときは、その調査審議を分科会に付託すること

ができる。 

４ 前項の規定により分科会に付託された事項については、審議会が特に審議会の議決を経る必要が

ないと認めた場合には、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。 

５ 会長は、次の表の左欄に掲げる事項については、その調査審議をそれぞれ同表の右欄に掲げる分

科会に付託するものとし、分科会の議決をもって審議会の議決とする。 

 

事   項 分 科 会 

文部科学省における研究及び開発に関する評価指針に係る事

項 

研究計画・評価分科会 

我が国の研究機関における地震火山観測計画に係る事項 測地学分科会 

科学研究費補助金の配分のための審査及び評価に係る事項 学術分科会 
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１．技術士法（昭和５８年法律第２５号）の規定により審議会

の権限に属させられた事項 

２．技術士試験の試験方法及び実施に関する事項 

３．技術士試験の試験科目及び受験資格（試験科目の免除を受

ける資格を含む。）に関する事項 

技術士分科会 

 

６ 前２項の規定により分科会の議決をもって審議会の議決としたときは、分科会長は、次の審議会

にその内容を報告するものとする。 

７ 前各項に定めるもののほか、分科会の議事の手続その他分科会の運営に関し必要な事項は、分科

会長が分科会に諮って定める。 

 

（審議会に置かれる部会） 

第５条 審議会に置かれる部会（以下「部会」という。）の名称及び所掌事務は、会長が審議会に諮

って定める。 

２ 部会の会議は、部会長が招集する。 

３ 部会長は、会議の議長となり、議事を整理する。 

４ 部会の所掌事務について諮問があったときは、会長は、その調査審議を当該部会に付託すること

ができる。 

５ 前項の規定により部会に付託された事項については、審議会が特に審議会の議決を経る必要がな

いと認めた場合には、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。 

６ 前項の規定により部会の議決をもって審議会の議決としたときは、部会長は、次の審議会にその

内容を報告するものとする。 

７ 前各項に定めるもののほか、部会の議事の手続その他部会の運営に関し必要な事項は、部会長が

部会に諮って定める。 

 

（委員会） 

第６条 審議会は、その定めるところにより、特定の事項を機動的に調査するため、委員会を置くこ

とができる。 

２ 委員会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員（以下「委員等」という。）は、会長が指名する。 

３ 委員会に主査を置き、当該委員会に属する委員等のうちから会長の指名する者が、これに当たる。 

４ 主査は、当該委員会の事務を掌理する。 

５ 委員会の会議は、主査が招集する。 

６ 主査は、委員会の会議の議長となり、議事を整理する。 

７ 主査に事故があるときは、当該委員会に属する委員等のうちから主査があらかじめ指名する者が、

その職務を代理する。 

８ 主査は、委員会における調査の経過及び結果を審議会に報告するものとする。 

９ 前各項に定めるもののほか、委員会の議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、主査

が委員会に諮って定める。 
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（審議参加の制限） 

第７条 審議会は、文部科学省設置法（平成１１年法律第９６号）第７条第１項第６号に掲げる審議

会の権限に属させられた事項について審議を行う場合、当該案件に直接の利害関係を有する委員及

び臨時委員は、当該審議に加わることができない。 

 

（会議の公開） 

第８条 審議会の会議、会議資料は、次に掲げる場合を除き、公開とする。 

一 会長の選任その他人事に係る案件 

二 行政処分に係る案件 

三 前２号に掲げるもののほか、個別利害に直結する事項に係る案件、または審議の円滑な実施に

影響が生ずるものとして、審議会において非公開とすることが適当であると認める案件 

 

（議事録の公表） 

第９条 会長は、審議会の会議の議事録を作成し、これを公表するものとする。 

２ 審議会が、前条の各号に掲げる事項について調査審議を行った場合は、会長が審議会の決定を経

て当該部分の議事録を非公表とすることができる。 

 

（Web会議システムを利用した会議への出席） 

第１０条 会長が必要と認めるときは、委員は、Web会議システム（映像と音声の送受信により会議に

出席する委員の間で同時かつ双方向に対話をすることができる会議システムをいう。以下同じ。）

を利用して会議に出席することができる。 

２ Web会議システムを利用した委員の出席は、科学技術・学術審議会令第八条第１項及び第２項の規

定による出席に含めるものとする。 

３ Web会議システムの利用において、映像のみならず音声が送受信できなくなった場合、当該 Web会

議システムを利用して出席した委員は、音声が送受信できなくなった時刻から会議を退席したもの

とみなす。 

４ Web会議システムの利用は、可能な限り静寂な個室その他これに類する環境で行わなければならな

い。なお、第８条により会議が非公開で行われる場合は、委員以外の者に Web 会議システムを利用

させてはならない。 

 

（雑則） 

第１１条 この規則に定めるもののほか、審議会の議事の手続きその他審議会の運営に関し必要な事

項は、会長が審議会に諮って定める。 

 

 

 


